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夏 季 の 諸 活 動 に 向 け て 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、本連盟の諸事業、各種プログラムにご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上

げます。 

 さて、貴連盟及び傘下の各隊・各団・各地区においては、夏休みに向けて夏季の諸活動

の準備が進められていることと思います。 

 つきましては、スカウト活動における安全等について、下記のとおり留意事項をご通知

申し上げますので、貴連盟指導者各位に周知下さるようお願い申し上げます。 

 また、今後ともあらゆる会合などの機会をとらえて、繰り返し安全意識の喚起と各部門

の安全態勢を強化され、事故防止に対する万全の措置を講じられるよう、また併せてスカ

ウト、指導者一人ひとりが個人としても健康管理を含めて安全等について自分で責任をも

つ心構えの醸成にご協力いただくようお願いいたします。                      敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記 

１．安全について 

 スカウト活動における安全については、別紙を参照の上、野外プログラム、特に水

のプログラムにおいては危険予知を含めて、十分な配慮をした上での実施をお願いい

たします。 

   近年、青少年による様々な事件が頻発している現況を鑑み、「ナイフ等の刃物」の携

行や使用の機会が平常より多くなる夏季のスカウト活動にあたっては勿論のこと、日

常生活において使用されるカッターナイフ等のことも含めて別紙をご参照のうえ各隊

指導者各位に徹底していただくようお願いいたします。 

   また、これから真夏に向けて、熱中症やＯ－１５７などの食中毒の発生が予測され

ますが、夏季の野外プログラムの実施にあたって、その予防に十分な対策を講じられ

るよう、指導者各位に注意を喚起するよう、併せてお願いいたします。 

 

２．飲酒・喫煙について 

   スカウト活動中の飲酒・喫煙はスカウト達に与える影響を考える時、厳につつしむ

べき事です。指導者等の、スカウトとの活動中における「飲酒の自粛」については、

県連盟コミッショナー会議、教育本部会議などの様々な機会を通じてすでに要請され、

徹底されつつあると思いますが、夏季の諸活動においてもスカウトと共に活動する際

にあたって、飲酒しないことを改めて強く要請します。 

   併せて、喫煙をする者についてはスカウトの前で喫煙しないよう、各位に周知徹底

していただくようお願いいたします。 

 

３．指導者の安全対策について 

   昨年より運用を開始いたしました傷害共済制度においては、事故発生件数（４４１

件）に占める指導者の割合が２０％と非常に高い発生率となっております。スカウト

の安全に加え指導者自らも事故を起こさない様、自己管理を徹底するようお願いいた

します。 

                                       

以上 

 

 

 

 

      
                       この件についての問い合わせ先 

                        事務局 総務グループ  ℡ ０４２２－３１－５１６１ 



 

【別紙：２】 

刃物類(ナイフを含む)の取扱いについて留意すべき事項 
１．安全上（使用上）の注意 
  (1) 刃物は用途に適合した安全な使い方をする。 

 (2) カブスカウトの工作等で使用するカッターナイフや小刀等についても同様の取扱いとする。 
 (3) 使用上の諸注意については、スカウトのハンドブックやリーダーハンドブックを十分参考

にして行う。 
 (4) 自分以上に他の人への安全について十分な気配りをする。 
 (5) 刃物の受け渡しについては、安全上の確認を行う。 

 (6) 使用後は、サヤやケースのあるものは、その中に収納し、保管する。 
 (7) 個人の物は、各人が責任をもって保管・管理し、班の備品となるものは班長のもと備品管

理担当者を決め、保管または管理する（所持許可証の例を参照）。 
 (8) 指導者訓練などの機会を通して、その指導の徹底をはかる。 
 

２．刃物の購入及び販売 
(1) スカウト活動上に必要な刃物（ナイフ・オノ・ナタ等）は、県連盟需品部（スカウトショッ

プ）・日本連盟スカウト用品グループで購入することを原則とする。 
 (2) 本人の技術・技能・能力を超えた機能があるものは購入しない（機能、刃の長さ等）。 
 (3)  購入にあたっては、保護者及び指導者が関与する。 

 (4) 販売にあたっては、加盟登録証の提示及び、団（隊）、氏名、住所などを記録として保管
することとする。 

 (5) その際、保護者、指導者の承認を確認する。 
 
３．刃物の所持 

(1) 銃刀法、軽犯罪法、青少年の保護育成条例等に基づく基準を超える物は所持しない。 
(2) 今後、上記の法律による規則や改正については指導者は十分な知識を持ち、スカウトや保
護者に対して指導を行う。 

(3) 指導者訓練などの機会を通して、主旨を徹底する。 
 

４．刃物の携帯 
 (1) スカウト活動のため（刃物を必要とする活動の場合のみ）であれば、県連盟需品部（スカ

ウトショップ）等で販売されているナイフ・ナタ・オノは携帯することができるが、スカウト
活動以外のときは携帯しない。 

 (2) 個人で所有している刃物は、学校等へは携帯しない。 

 (3) スカウト活動で刃物を携帯するときは、リュックサックまたはハバザックなどに安全を確
認して納める（飛行機を利用するときは、機内への持ち込みとはせず、別に預けるものとする）。 

 
５．その他                                     
(1) 刃物の所持と携帯等については、別紙：ボーイスカウト大阪連盟発行“野外活動の安全Ｑ

＆Ａ”の〈刃物の携帯と銃刀法〉を参照して適切な対応に心掛けてください。 
(2) 都道府県単位での“青少年保護育成条例”“青少年健全育成条例”等は、その条例内容に
差異があり、特に「有害がん具」としての取扱いに相異が生じますので、各都道府県連盟にお
いて十分な対応をお願いします。 



 

 



 

 




